
２００５年７月１日

Ｍｏｔｏｒ Ｎｅｗｓ 松下電器産業株式会社
モータ社
産業モータ事業部

ブロワモータ　電気用品安全法に基付く　
旧表示機種の販売猶予期間満了のご確認

拝啓　

　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
標記の件、２００１年に電気用品取締法から電気用品安全法へ移行した際、電気用品取締法
での旧表示販売猶予期間が認められましたが、ブロワモータにつきましては、２００６年３月３１
日でこの猶予期間が満了となり、今からその対策が必要です。
（２００６年４月１日以降、旧表示品を流通させると違法になります）
つきましては、下記の内容にて、貴社の在庫および、貴社経由の販売店様の在庫をご確認頂
き、上記期限までにエンドユーザ様に納入頂きますようお願い致します。万が一、旧表示品在
庫が上記期限までにエンドユーザへ納入されないことが予想される場合は、貴社責任にて、
弊社窓口にご返送頂き、再検査依頼を頂ければ、検査料無料にて、再検査を実施し、良品で
あれば銘板交換してご返却申し上げます。万が一修理が必要な場合は、通常の修理品扱い
で、修理見積もりをさせて頂きます。

敬具
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

◆対象機種
SAPDBS2P100W、BS1412P200W、BS1422P200W、SAPDBT2P200W、SAPDBT2P300W、
SAPDBS2PC006、BS1412PE006、BS3412P200W、BS3422P200W、SAMDBT2P200W
SEMFBT2P200W、SAMDBT2P300W、BS3412PE002、SAMDBT2PE002

◆対象製造期間
　　1996年7月~2002年3月生産分

◆製造時期（対象品）の確認方法
　　次頁ご参照ください。

◆返送先
　松下電器産業株式会社　モータ社　産業モータ事業部　サービスチーム
　〒574-0044　大阪府大東市諸福7-1-1　　（TEL　072-870-3123）
　（必ず、修理依頼伝票を添付し、不具合内容欄に「電安法確認依頼」と明記ください）

◆返却期限　２００５年１２月２５日（必着）
　 上記期限までにご返却無き場合、当該商品の在庫をお持ちでないと判断させて頂きます。

　




